
　県西地域の二次救急病院機能を担ってきた県西総
合病院では、運営形態について、平成 20 年 10 月
23 日、『県西総合病院経営改善検討委員会委員長答
申書』が提出され、「公立病院の経営は、財政状況
の厳しい中で公設公営での存続が困難であり、独立
行政法人化による非公務員型、民間委譲などへの経
営形態の転換が必要」という答申がなされておりま
す。また筑西市でも、同年 8月 4日の『筑西市民病
院の運営状況に関する調査報告書』の中で、同様の
答申がなされています。
　私たちが危惧している、病院経営の負担が市の財
政を大きく圧迫するという問題について、すでに両
市では３年前に、公設公営は不可能であるという結
論が出ています。結論が出ているにもかかわらず、
なぜ、既存の病院形態を改革せず、中核病院の場所
を決め、公営で進めようとするのでしょうか。病院
経営は、「公設」「公営企業法全部適用」「独立行政
法人」「民営」など病院の根本的あり方の違いが病
院経営に直結するため、運営方法、立地、建物の設
計については、実際に運営する主体が中心となって
計画を進めるべきだと考えます。
　私たちはこの一年、市長や関係者に対し、地域病

院再生のために、早期に経営形態を決定していただ
き、その主体を中心として計画を推進されることを
再三要望してまいりました。「民間への事業譲渡（佐
賀県武雄市民病院）」「公営企業法全部適用（青森県
十和田市立中央病院）」「指定管理者制度による民間
委託（茨城県常陸大宮済生会病院）」などのように
運営主体を決定し、病院事業を進め、身の丈に合う
地に足の着いた地域医療再生に向け、努力すべきと
思います。
　以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書
を提出いたします。
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茨城県へ「桜川市の地域医療基盤整備を求める意見書」を提出
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十和田市立中央病院にて

田中ファームでの研修


